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総務省など国の行政機関で実施した統計調査の結果は、ホームページ（政府統計の総合
窓口 e-Stat）等を通じて広く一般の方にご利用いただいています。
このような調査結果の提供に加え、公益性のある学術研究等にご活用いただくため、調

査対象の秘密の保護を図った上で、世帯単位や事業所単位といった集計する前の個票形式
のデータを提供しています。
この個票形式のデータをミクロデータ（調査票情報）と言います。
ミクロデータ（調査票情報）を用いることで、研究者の方々は、より自由で多様な分析

を行うことが可能となるため、新たな発見につながることが期待されます。

ミクロデータ（調査票情報）のイメージ

※データは擬似データです

行政機関は、ミクロデータ（調査票情報）を
集計して、調査結果を作成しています。
調査結果は、「政府統計の総合窓口（e-Stat）」
等を通じて公表・提供しています。

https://www.e-stat.go.jp/

行政機関に
よる

集計・公表

ミクロデータ（調査票
情報）を用いることで、
より自由で多様な分析
が可能になります。

ミクロデータ（調査票情報）とは



改正統計法

⇒令和元年５月１日施行

統計法制度の改正について



法的根拠（統計法） 利用できる者（統計法施行規則） 提供方法

第33条
第１号

公的機関等が行う統
計の作成等と同等の
公益性を有する統計
の作成等

公的機関等が利用する場合

無
料

磁気媒
体・
オンサ
イト第33条

第２号
・公的機関等が委託又は共同して調査研究を行う者
・公的機関等が公募の方法により補助する調査研究
を行う者

・行政機関等が政策の企画・立案、実施又は評価
に有用であると認める統計の作成等を行う者

統計法制度の改正により、提供範囲が拡大（令和元年５月から施行）

【新設】
第33条の
２

相当の公益性を有す
る統計の作成等

学術研究の発展に資する統計の作成等を行う者
・大学等、公益社団法人又は公益財団法人（公益目
的事業に限る）が行う調査研究

・大学等に所属する教員が行う調査研究
・大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の
方法により補助する調査研究

高等教育の発展に資する統計の作成等を行う者

有
料

オンサ
イト

ミクロデータ（調査票情報）の提供について



ミクロデータ（調査票情報）の提供について（ガイドライン）

【調査票情報の提供に関するガイドライン】

＜改正のポイント＞

 法第33条の２に基づく調査票情報の提供条件である「相当の公益性を有する統計の作成等」（規則第19条）の
要件及び例示を明記

 上記による調査票情報の提供は、より厳格な情報保護を図る観点から、原則としてオンサイト利用を前提

利用要件（規則） 確認書類（判断要素） 利用者等の範囲

学術研究 (1) 大学等・公益法
人が行う調査研
究

・調査研究に調査票情報が必要であることを示す文書
・公益事業であることを示す文書
・当該機関の研究実績

申出者は大学等・公益法人
利用者は当該機関に所属する
職員（利用者は必要最小限）

(2) 教員等が行う
調査研究

・当該機関の長の承認や倫理委員会の審議を経る等組
織としての裏書
・当該教員の学位や研究実績（査読付き論文等）を示す
文書

大学等に所属する教員
（教授、准教授、助教、講師及び
助手）（利用者は必要最小限）

(3) 大学等・公益法
人が公募により補
助する調査研究

・当該補助を示す文書の写し
・調査研究の概要に関する資料

申出者は補助を受けた者
（利用者は必要最小限）

(4) 特別な事由 ・特別な事由を示す文書
（例示としてポスドク等の研究者の場合、教員等に準じる旨記載）

必要最小限の者
（ポスドク等の研究者を例示)

高等教育 ・調査票情報が必要であることを示す文書（高等教育機関
として承認されているもの）

・当該教育の概要に関する資料

申出者は高等教育機関又は
当該機関に所属する教員
（利用者は教員及び学生）

（注） 調査研究を第三者に委託する場合又は第三者と共同して行う場合、委託又は共同研究契約書等を追加

 「相当の公益性を有する統計の作成等」の要件及び例示



近年、ICT の発展に伴うデータ処理・
分析能力の高度化や、客観的な証拠に
基づく政策立案・学術研究の必要性の
高まり等に対応し、統計調査への国民
の信頼が損なわれないように留意しつ
つ、調査票情報の更なる有効活用を図
ることとする

制度改正について



調査票情報の提供対象を拡大するに当たっては、
統計調査への国民の信頼を損なわないよう、
拡大された提供を受けた者にも守秘義務を課すこととするとともに、
調査票情報の利用の透明性確保及び利用の成果（調査票情報の利用
により作成された統計等）を広く社会に還元して活用促進を図る観
点から、

①調査実施者は、調査票情報を提供したときは、調査票情報の提供
を受けた者の氏名又は名称や提供した調査票情報に係る統計調査
の名称等を公表し、

②調査票情報の提供を受けた者は、作成した統計や行った統計的研
究の成果を遅滞なく調査実施者に提出し、

③調査実施者は、提出された統計又は統計的研究の成果等を公表す
ることとする

制度改正について（続き）



○調査票情報等の保護
法（略）では、行政機関の長等に対して調査票情報等の適正な管理が

義務付けられ、（略）、調査票情報等の提供を受けた者に対して適正な
管理が義務付けられている。これについては、他の情報保護法制でも、
現行の法と同様、具体的な適正管理義務の内容を指針等で規定している
例もあるが、これについては、国民の信頼を確保するため、今般、調査
票情報の提供を受けた者の適正管理義務の具体的な内容を総務省令で定
めることとする。

○手数料徴収対象の追加
学術研究の発展に資する統計の作成等を目的とする者等へ調査票情報

を提供する新たな類型を導入するに当たり、この調査票情報の提供も、
（略）一私人の要求に対して役務を提供するものであることから、本提
供制度を利用しない者との間の負担の公平性を確保するため、受益者負
担の原則に立ち、被提供者から手数料を徴収することとする。

制度改正について（続き）



専用サーバ

仮想PCを遠隔操作

集計・分析結果を表示

監視カメラ

（中央データ管理施設）

各府省
（総務省統計局等の調査実施部局）

利用者

オンサイト施設

 利用者窓口
 利用申出・分析結果提供時の審査
 データ・システムの管理 等を担当

オンサイト施設

オンサイト施設

オンサイト施設

 調査票情報を収録
 統計センターに利用者窓口等、所要の

関連業務を委託

SINET等
（VPNサービスを利用）

管理者

イメージ

（USBメモリ等の記憶
装置は使用できない）

仮想PC

分析結果の提供時に
審査を実施

↓

オンサイト利用の概要



（入退室管理や監視カメラを備えた専用室）

オンサイト施設（例）



オンサイト施設におけるミクロデータの活用

オ ン サ イ ト 施 設 中 央 デ ー タ 管 理 施 設

シンクライアント端末

仮想PCサーバ 調査票情報

仮 想 P C の 画 面
の み を 転 送

仮 想 P C
監視カメラ

SINET等を活用した
専用線 による接続

・SINET
全国の大学、研究機関等を結ぶ
学術情報ネットワーク
(国立情報学研究所が構築、運用)

遠 隔 操 作

統計データ利活用センター(和歌山)

審査

等運用管理業務

登録 管理

専用線に
よる接続

・シンクライアント端末
ユーザーが使用する端末の機能は
必要最小限にとどめ、サーバー側で
処理を行う仕組み

インターネットに接続できない

すべての調査項目を利用した探索的、

創造的な分析・研究を行うことが可能。

イメージ

（令和２年３月時点）

•一橋大学
•多摩大学
•情報・システム研
究機構
•群馬大学
•統計局・統計セン
ター

•新潟大学
•滋賀大学
•京都大学
•大阪大学
•神戸大学
•統計データ利活
用センター



ミクロデータ（調査票情報）の新たな提供（利用）形態

高度な公益性を有する研究目的での
利用であること

セキュリティの確保全般について

研究者が対応する

分析内容(作成する統計表等)をあら

かじめ行政機関に申出る

調査票情報のうち、分析に必要な最
小限の調査事項に限り提供される

利用
条件

セキュ
リティ

申請
内容

利用
データ

高度な公益性を有する研究目的での
利用であること又は学術研究等の目
的の利用であること※

施設のセキュリティ確保については
施設設置者が対応する

分析の“概要”だけをあらかじめ行政

機関に申出る

利用目的の範囲で、調査票情報の全
ての調査事項の提供を受けることが
可能

利用
条件

セキュ
リティ

申請
内容

利用
データ

今 後（オンサイト利用）ＤＶＤ等による提供

探索的・創造的研究が

困難
探索的・創造的研究が

可能

※「学術研究等」とは，大学等，公益社団法人又は公益財団法人
（公益目的事業に限る）が行う研究、大学等に所属する教員が行う
研究などが該当します。
学術研究等の目的で利用する際は有料となります。

申出
先

統計調査を所管している各府省の
担当

申出
先

統計データ利活用センター
・（独）統計センター



オンサイト利用の流れ



（参考）オンサイト利用の流れ

研究室等

専用線

中央データ管理施設
（データセンター）

オンサイト施設
統計データ利活用センター

（独）統計センター

利用登録・データ登録

管理者

調査票情報を用いて研究・分析

利用者PC

シンクライアント
監視カメラ

利用者

審査結果通知

必要に応じて助言 所管府省

審査結果通知

内容審査

提供審査

調査票情報の利用申出1

承諾通知3

分析結果等の提供依頼6

分析結果等の送付

※学術研究目的で利用可能

DBサーバ
認証サーバ等 仮想PCサーバ

ファイルサーバ

調査票情報を格納4

● 入退館システム

● 24時間警備

● 耐震・免震

● 複数系統電源・複数通信回線引き込み

● 無停電電源装置（冗長化）

● 自家発電装置等（冗長化）など

厳重なセキュリティが確保された民間のデータセンター

研究・分析結果
レポート等の取り出し

2
5

7

8

4

7

イメージ

SINET等

法令との
適合性

秘匿性

情 報

情 報

承諾通知

9 利用成果の報告
(府省あて)

必要に応じて助言



ミクロデータ利用 ポータルサイト

政府統計のポータルサイト
e-Stat （www.e-stat.go.jp）からもアクセス可能

ミクロデータ利用 ポータルサイト
www.e-stat.go.jp/microdata/



利用実績（法改正により公表義務）

利用可能な調査一覧



（内閣府）
・企業行動に関するアンケート調査
・青少年のインターネット利用環境
実態調査

（総務省）
・通信利用動向調査
・国勢調査
・住宅・土地統計調査
・就業構造基本調査
・個人企業経済調査
・労働力調査
・科学技術研究調査
・家計調査
・全国消費実態調査
・社会生活基本調査
・経済センサス‐基礎調査
・経済センサス‐活動調査
・家計消費状況調査
・サービス産業動向調査

（財務省）
・法人企業統計調査

（経済産業省（続き））
・知的財産活動調査
・模倣被害実態調査
・中小企業実態基本調査
・海外事業活動基本調査
・海外現地法人四半期調査
・情報処理実態調査

（国土交通省）
・内航船舶輸送統計調査
・航空輸送統計調査
・自動車燃料消費量調査

（環境省）
・産業廃棄物排出・処理状況調査
・環境にやさしい企業行動調査
・水質汚濁物質排出量総合調査
・環境経済観測調査
・食品廃棄物等の発生抑制及び
再生利用の促進の取組に係る
実態調査

・家庭からの二酸化炭素排出量の
推計に係る実態調査 試験調査

・家庭部門のCO2排出実態統計調査

（厚生労働省）
・賃金構造基本統計調査
・人口動態調査
・就労条件総合調査
・薬事工業生産動態統計調査
・医薬品・医療機器産業実態調査
・国民健康・栄養調査

（経済産業省）
・工業統計調査
・経済産業省企業活動基本調査
・外資系企業動向調査
・情報通信業基本調査
・経済産業省生産動態統計調査
・商業統計調査
・商業動態統計調査
・特定サービス産業動態統計調査
・特定サービス産業実態調査
・スポットＬＮＧ価格調査
・工場立地動向調査
・容器包装利用・製造等実態調査
・エネルギー消費統計調査
・経済センサス-活動調査
・石油製品需給動態統計調査
・ガス事業生産動態統計調査
・経済産業省特定業種石油等
消費統計調査

ミクロデータ：オンサイトで利用可能な調査一覧
（令和２年１月現在）

７府省 ５６調査



公的統計の整備に関する基本的な計画

第１ 施策展開に当たっての基本的な視点及び方針
４ ユーザー視点に立った統計データ等の利活用促進
（略）調査票情報等の提供及び活用を推進するため、オンサイト利用について、利用拠
点や利用可能なデータの段階的拡充に取り組むとともに、提供及び活用に関するワンス
トップサービス（一元的な申出受付・提供等）の構築を図る。

項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

３ 統計の利
活用促進・
環境改善

(1) 調査票情
報等の提供
及び活用の
推進

○調査票情報の提供についてオンサイト利用を中心とした利
用形態への移行を視野に、独立行政法人統計センターと協力
し、オンサイト利用の全国的な展開に向け、利用拠点及び利
用可能な統計調査の段階的な拡充を図るとともに、これらの
取組状況を踏まえて調査票情報等の利用形態の在り方につい
て検討する。加えて、利用可能な行政記録情報について、統
計的な利活用を行うために必要なシステム基盤について整備
を進める。

総務省、
各府省

平成30 年度
(2018 年度)
から実施する。

○総務省におけるオンサイト利用の運用状況を踏まえつつ、所
管統計調査の調査票情報等のデータ提供等について、独立行
政法人統計センターへの調査票情報等の提供事務や管理事務
の委託を進めるなど、オンサイト利用の推進に向けた取組を
行う。

各府省、
総務省

平成30 年度
(2018 年度)
から実施する。
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統計委員会建議 公的統計の総合的品質管理を目指して



オンサイト利用における運用方針

調査票情報の提供形式

◆テキスト形式やＣＳＶ形式
（一部、Excelファイル）

データ利用期間

◆利用期間は必要最小限の
期間（原則１年以内）

◆原則、１度に限り延長申請
可能

施設利用時間

◆システムは２４時間利用可
◆オンサイト施設の利用時間
は、オンサイト施設管理者
が決定

仮想ＰＣの運用

◆作業領域100GB、ＤＢ領域
200GBを用意

◆作業領域は、毎日バック
アップ保存

◆認証方法は、ＩＤ及びパス
ワードによる

◆ＩＤ等は、申請者、共同研
究者のそれぞれに用意

監視カメラの運用

◆オンサイト施設で、監視及
び録画

◆統計データ利活用センター
からも監視カメラ映像に
アクセス

オンサイト施設の設備

◆ＳＩＮＥＴ（専用のＶＬＡ
Ｎ）に接続

◆利用者用ＰＣは３台まで
◆監視カメラ、録画・監視装
置を設置

オンサイト施設の予約

◆オンサイト施設の予約は、
施設側で管理

◆利用者はオンサイト施設に
直接予約

分析結果の持出し

◆分析結果は、統計センター
による秘匿性の確保等を
審査した上、持出し可

◆プログラムソースコードの
持出し可

ソフトウェアの持込み

◆大学として持込み可
◆利用者による持込み可
◆持込みのために必要なライ
センス許可は持込み者がソ
フトウェア業者と交渉

◆持込みに係る費用は、すべ
て持込み者の負担

データの持込み

◆利用者からのデータの持込
みについては、簡単な書類
審査とウイルスチェックを
実施

◆プログラムソースコードに
ついても同様

大学の経費負担

◆施設の設備経費
◆ＳＩＮＥＴの回線料
◆仮想ＰＣカスタム経費（ソ
フト持込み）

利用できるソフトウェア

◆Ｒ（Ｒ Studio 含む）
◆ＳＡＳ University Edition
◆python
◆Excel

（令和2年3月現在）



オンサイト利用の流れ



オンサイト利用：分析結果等の提供に際してのチェックについて



オンサイト利用：分析結果等の提供に際してのチェックについて



( onsite@nstac.go.jp )

手数料について（※33条１号・２号の場合はこれまで同様無料）

mailto:onsite@nstac.go.jp




オンサイト利用：申請イメージ







（参考）アカデミアにおけるネットワーク


